
奈
良
県
医
師
確
保
修
学
研
修
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
二
十
五
号

奈
良
県
医
師
確
保
修
学
研
修
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

奈
良
県
医
師
確
保
修
学
研
修
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
二
十
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

奈
良
県
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例

第
一
条
中
「
修
学
研
修
資
金
」
を
「
修
学
資
金
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
大
学
修
学
資
金
」
を
「
医
科
大
学
」
に
、
「
以
下
「
医
科
大
学
」
と
い
う
。
）

に
お
け
る
修
学
の
た
め
の
資
金
を
い
う
。
」
を
「
）
を
い
う
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
臨
床
研

修
資
金
」
を
「
臨
床
研
修
」
に
改
め
、
「
（
以
下
「
臨
床
研
修
」
と
い
う
。
）
の
た
め
の
資
金
」
を
削

り
、
同
条
中
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
三
号
と
し
、
第
六
号
を
第
四
号
と
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
修
学
研
修
資
金
」
を
「
修
学
資
金
」
に
改
め
、
同
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分

中
「
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
修
学
研
修
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
規
則
で
定
め

る
者
を
除
く
。
）
で
」
を
削
り
、
「
も
の
」
を
「
医
科
大
学
に
在
学
す
る
者
（
規
則
で
定
め
る
者
を
除

く
。
）
」
に
、
「
修
学
研
修
資
金
を
」
を
「
修
学
資
金
を
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

第
四
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
修
学
研
修
資
金
」
を
「
修
学
資
金
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
修
学
研
修
資
金
」
を
「
修
学
資
金
」
に
、
「
第
四
項
第
一
号
」
を
「
第
四
項
」
に
、
「
第
十
条

第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
十
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
修
学
研
修

資
金
」
を
「
修
学
資
金
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

修
学
資
金
の
貸
与
期
間
は
、
修
学
資
金
を
貸
与
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
正
規

の
修
業
年
限
に
よ
り
医
科
大
学
を
卒
業
す
る
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

第
四
条
第
五
項
中
「
前
項
第
一
号
」
を
「
前
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
修
学
研
修
資
金
」
を
「
修
学
資
金
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
修
学
研
修
資
金
」
を
「
修
学
資
金
」
に
、
「
修
学
生
等
」
を
「
修
学
生
」
に
、
「
若
し

く
は
停
学
に
さ
れ
、
又
は
臨
床
研
修
若
し
く
は
専
門
研
修
（
以
下
「
臨
床
研
修
等
」
と
い
う
。
）
を
中

断
し
た
」
を
「
又
は
停
学
に
さ
れ
た
」
に
、
「
若
し
く
は
停
学
に
さ
れ
、
又
は
臨
床
研
修
等
を
中
断
し

た
」
を
「
又
は
停
学
に
さ
れ
た
」
に
、
「
復
学
し
、
又
は
臨
床
研
修
等
を
再
開
し
た
」
を
「
復
学
し
た



」
に
改
め
る
。

第
七
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
修
学
生
等
」
を
「
修
学
生
」
に
、
「
修
学
研
修
資
金
」
を
「
修

学
資
金
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
退
学
し
、
又
は
臨
床
研
修
等
を
中
止
し
た
」
を
「
退
学
し
た
」

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
又
は
臨
床
研
修
等
」
を
削
り
、
同
条
第
四
号
及
び
第
六
号
中
「
修
学
研
修

資
金
」
を
「
修
学
資
金
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
知
事
は
、
」
の
下
に
「
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者

が
」
を
加
え
、
「
修
学
研
修
資
金
」
を
「
修
学
資
金
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
大
学
修
学
資
金
の

貸
与
を
受
け
た
者
（
大
学
修
学
資
金
等
の
貸
与
を
受
け
た
者
を
除
く
。
第
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
が
、
」
を
削
り
、
「
直
ち
に
」
の
下
に
「
知
事
が
指
定
す
る
病
院
に
お
い
て
」
を
加
え
、
「
修
学
研

修
資
金
」
を
「
修
学
資
金
」
に
、
「
、
大
学
修
学
資
金
」
を
「
医
師
と
し
て
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る

場
合
に
お
い
て
、
当
該
臨
床
研
修
に
従
事
し
た
期
間
及
び
指
定
従
事
医
療
機
関
に
お
い
て
医
師
と
し
て

の
業
務
に
従
事
し
た
期
間
（
以
下
「
従
事
期
間
」
と
い
う
。
）
が
、
修
学
資
金
」
に
、
「
、
医
師
と
し

て
の
業
務
に
従
事
し
た
」
を
「
に
達
し
た
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四

号
中
「
指
定
従
事
医
療
機
関
に
お
い
て
医
師
と
し
て
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
期
間
（
以
下
「
従
事
期

間
」
と
い
う
。
）
中
」
を
「
従
事
期
間
中
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「

か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
大
学
修
学
資
金
又
は
臨
床
研
修
資
金
の
貸
与
を
受
け

た
者
に
対
す
る
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
専
門
研
修
」
を
「

研
修
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
修
学
研
修
資
金
」
を
「
修
学
資
金
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
大
学
修
学
資
金
」
を
「
修
学
資
金
」
に
改
め
、
同
項
第

三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
直
ち
に
」
の
下
に
「
知
事
が
指
定
す
る
病
院
に
お
い
て
」
を
加
え
、

同
項
第
六
号
中
「
直
ち
に
」
の
下
に
「
知
事
が
指
定
す
る
病
院
に
お
い
て
」
を
加
え
、
「
、
大
学
修
学

資
金
」
を
「
医
師
と
し
て
の
業
務
に
従
事
し
た
場
合
に
お
い
て
、
従
事
期
間
が
修
学
資
金
」
に
、
「
、

医
師
」
を
「
に
達
す
る
日
ま
で
当
該
指
定
従
事
医
療
機
関
に
お
い
て
医
師
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及

び
第
三
項
を
削
る
。

第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
中
「
修
学
研
修
資
金
」
を
「
修
学
資
金
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）



２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
奈
良
県
医
師
確
保
修
学
研
修
資
金
貸
与

条
例
（
以
下
「
改
正
前
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
貸
与
を
受
け
て
い
る
者
及
び

既
に
貸
与
を
受
け
た
者
（
以
下
「
被
貸
与
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
修
学
研
修
資
金
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
被
貸
与
者
の
う
ち
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
改
正
前
の
条

例
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
に
従
事
し
て
い
な
い
も
の
が
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の

奈
良
県
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
旨
を
申
し
出
た
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。
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